


i

　告示文書である，幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教

育・保育要領は 2017（平成 29）年 3 月に改訂（定）され，2018（平成 30）年 4 月から

それぞれの保育の場（幼稚園，保育所，認定こども園をいう）で，新しい基準に基づい

た保育が実践されている。今回の改訂（定）では，「育みたい資質・能力」として 

① 「知識及び技能の基礎」，② 「思考力，判断力，表現力の基礎」，③ 「学びに向かう

力，人間性等」の 3 つが示された。また，「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」

が 10 項目あげられた。加えて，保育所が「幼児教育の場」として保育所保育指針に

明確に位置付けられた。

　これらの内容は，“改訂（定）”を明確に感じ取れる部分であり，保育関係者の主た

る関心がこの点に集まっている印象があるのも無理のないことだと思う。しかし，改

めて今回の改訂（定）を見直してみると，改訂（定）の有無にかかわらず，「環境」と

いう言葉が変わらぬキーワードとなっていることがわかる。

　それは単に，5 領域の一つである保育内容「環境」が今回の改訂（定）でも存在し

ている，という意味だけではない。保育という営みの中で，保育者が「環境」という

視点を日々もつことが，子どもを守り（養護＝Care），子どもの発達を援助する（教育＝

Education）という保育の本質を具体化するときに不可欠であるということに改めて気

付かされるのである。子どもが安全，安心に生活できる環境とは何か，子どもの主体

的な学びを保障するための環境とは何か，という二つの問いは，一体となって保育者

（幼稚園教諭，保育士，保育教諭をいう）に常に課せられてくる。この問いと向き合い，

思考と実践を重ねていくことが，結果として，保育者が子どもの最善の利益を保障

し，子ども自らの育つ力を支えることを可能にすると考えられる。

　本書は基本的に，概論編と事例編に分かれて構成されている。概論編で得た知識を

事例編の内容と照らし合わせ，他の教科で学んだ内容も活用しながら，「自分なりの

見解」を積み重ねていってほしい。そして，「自分なりの見解」を読者同士で交換し，

個々の理解を深めてもらいたい。このような形での理解の深まりこそ，保育の場にお

ける，保育の理解，子どもの理解の深化そのものだからである。保育内容「環境」の

学習が，保育という営み全体の豊かな理解につながることを望みたい。

　2018 年 4 月

編者　髙橋貴志
目良秋子

まえがき
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第 1 章
保育内容「環境」
について

1　保育内容「環境」の概要
　保育内容「環境」は，1989（平成元）年の幼稚園教育要領改訂の際，保育内

容の 5つの領域（健康・人間関係・環境・言葉・表現）の一つとして示された。

領域は，小学校以降の学校教育における教科とは異なった性格をもつ。教科の

名称が子どもの学習内容を決め，教科ごとに学習の時間が設けられる小学校に

対し，保育の場では，子どもと保育者（幼稚園教諭，保育士，保育教諭をいう）

が園生活の中で相互に関わり合いながら学習内容を組み立てていく。そして，

子どもの活動は，領域ごとにバラバラに行われるものではなく，総合的に営ま

れる。保育者が，この子どもの総合的な活動を通して，子どもに対して様々な

働きかけをするときの視点として存在するのが 5つの領域である。第 1章では

まず，環境という視点はなぜ重要であるのか，幼稚園教育要領，保育所保育指

針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示されている内容を概観しなが

ら考えていく。

　保育内容 5領域の一つである「環境」の概要について，2017（平成 29）

年に改訂（定）された幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定

こども園教育・保育要領の内容に沿って説明する。また，この 3告示文書

の内容に通底する考え方について触れ，保育内容「環境」を学ぶ意味つい

て，情報化が進行する現代社会の特徴と保育の場（幼稚園，保育所，認定こ

ども園をいう）における子どもの発達支援を関連づけて解説した。
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第 1章　保育内容「環境」について

（ 1）3つの告示文書における保育内容「環境」

1）幼稚園教育要領
　幼稚園教育要領（以下，教育要領）の保育内容「環境」に関する記述は，「周

囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり，それらを生活に取り入れて

いこうとする力を養う」という記述から始まる。“周囲”“好奇心”“探究心”

“生活”という言葉は，保育内容「環境」について学ぶ際の，キーワードとな

るものである。

　続いて，「ねらい」と「内容」が以下の通り示されている。

2 ）保育所保育指針
　保育所保育指針（以下，保育指針）では，保育のねらいと内容に関する記述

【ねらい】

（1）身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。

（2）�身近な環境に自分から関わり，発見を楽しんだり，考えたりし，それを生活に取り入れよ

うとする。

（3）�身近な事象を見たり，考えたり，扱ったりする中で，物の性質や数量，文字などに対する

感覚を豊かにする。

【内　容】

（1）自然に触れて生活し，その大きさ，美しさ，不思議さなどに気付く。

（2）生活の中で，様々な物に触れ，その性質や仕組みに興味や関心をもつ。

（3）季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。

（4）自然などの身近な事象に関心をもち，取り入れて遊ぶ。

（5）�身近な動植物に親しみをもって接し，生命の尊さに気付き，いたわったり，大切にしたり

する。

（6）日常生活の中で，我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむ。

（7）身近な物を大切にする。

（8）�身近な物や遊具に興味をもって関わり，自分なりに比べたり，関連付けたりしながら考え

たり，試したりして工夫して遊ぶ。

（9）日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。

（10）日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。

（11）生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。

（12）幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。

〔幼稚園教育要領　第 2章 ねらい及び内容　環境〕

ねらいと内容
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1　保育内容「環境」の概要

が，子どもの発達に応じて書き分けられている〔乳児保育（0 歳児），1 歳以上

3 歳未満児の保育，3 歳以上児の保育〕。

① 乳児保育

　ねらいと内容に関して，5 つの領域ごとに示されるのは，1 歳以上児からで

あるが，乳児保育についても，“身近なものと関わり感性が育つ”という観点

から保育内容「環境」との関連の深い記述がみられる。それは，「身近な環境

に興味や好奇心をもって関わり，感じたことや考えたことを表現する力の基盤

を培う」という記述であり，ねらいと内容を以下のように記している。

② 1歳以上 3歳未満児の保育

　「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり，それらを生活に取り

入れていこうとする力を養う」という記述に始まり，ねらいと内容を以下のよ

うに記している。

【ねらい】

（1）身の回りのものに親しみ，様々なものに興味や関心をもつ。

（2）見る，触れる，探索するなど，身近な環境に自分から関わろうとする。

（3）身体の諸感覚による認識が豊かになり，表情や手足，体の動き等で表現する。

【内　容】

（1）�身近な生活用具，玩具や絵本などが用意された中で，身の回りのものに対する興味や好奇

心をもつ。

（2）�生活や遊びの中で様々なものに触れ，音，形，色，手触りなどに気付き，感覚の働きを豊

かにする。

（3）保育士等と一緒に様々な色彩や形のものや絵本などを見る。

（4）�玩具や身の回りのものを，つまむ，つかむ，たたく，引っ張るなど，手や指を使って遊

ぶ。

（5）�保育士等のあやし遊びに機嫌よく応じたり，歌やリズムに合わせて手足や体を動かして楽

しんだりする。

〔保育所保育指針　第 2章 保育の内容 1（2）ウ〕

ねらいと内容

【ねらい】

（1）身近な環境に親しみ，触れ合う中で，様々なものに興味や関心をもつ。

（2）様々なものに関わる中で，発見を楽しんだり，考えたりしようとする。

（3）見る，聞く，触るなどの経験を通して，感覚の働きを豊かにする。

ねらいと内容
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第 1章　保育内容「環境」について

③ 3歳以上児の保育

　「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり，それらを生活に取り

入れていこうとする力を養う」という記述に始まり，ねらいと内容を以下のよ

うに記している。この記述内容は，教育要領，後述する幼保連携型認定こども

園教育・保育要領と同じである。

【内　容】

（1）�安全で活動しやすい環境での探索活動等を通して，見る，聞く，触れる，嗅ぐ，味わうな

どの感覚の働きを豊かにする。

（2）玩具，絵本，遊具などに興味をもち，それらを使った遊びを楽しむ。

（3）身の回りの物に触れる中で，形，色，大きさ，量などの物の性質や仕組みに気付く。

（4）自分の物と人の物の区別や，場所的感覚など，環境を捉える感覚が育つ。

（5）身近な生き物に気付き，親しみをもつ。

（6）近隣の生活や季節の行事などに興味や関心をもつ。

〔保育所保育指針　第 2章 保育の内容 2（2）ウ〕

【ねらい】

（1）身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。

（2）�身近な環境に自分から関わり，発見を楽しんだり，考えたりし，それを生活に取り入れよ

うとする。

（3）�身近な事象を見たり，考えたり，扱ったりする中で，物の性質や数量，文字などに対する

感覚を豊かにする。

【内　容】

（1）自然に触れて生活し，その大きさ，美しさ，不思議さなどに気付く。

（2）生活の中で，様々な物に触れ，その性質や仕組みに興味や関心をもつ。

（3）季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。

（4）自然などの身近な事象に関心をもち，取り入れて遊ぶ。

（5）�身近な動植物に親しみをもって接し，生命の尊さに気付き，いたわったり，大切にしたり

する。

（6）日常生活の中で，我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむ。

（7）身近な物を大切にする。

（8）�身近な物や遊具に興味をもって関わり，自分なりに比べたり，関連付けたりしながら考え

たり，試したりして工夫して遊ぶ。

（9）日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。

ねらいと内容
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2　保育内容「環境」を学ぶ意味

演習課題
課題 1： 保育内容「環境」のとらえ方に関して，幼稚園，保育所，幼保連携型認定こども園の特性

による実践レベルでの違いについて考えてみよう。

課題 2： 子どもが園生活で身に付けた，身近な環境と関わることを通した学びの機会を家庭生活等

の日常生活にまで派生させるために必要なことを考えてみよう。

課題 3： 身近な環境としてのスマートフォンやパソコン等の情報機器と子どもが関わるときの留意

点を考えてみよう。

参考文献
文部科学省『幼稚園教育要領』2017．
厚生労働省『保育所保育指針』2017．
内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』2017．
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第 1章　保育内容「環境」について

　電車やバスに乗っていると，スマートフォンを上手に操る子ども（幼児）を見かけることが

あります。保護者が周りのお客さんの迷惑になることを気にしてなのか，多くの場合，音量は

ゼロで，子どもは音なしの状態で画面の中の動画を見ているケースが多いように思います。

　ある日，電車の中でスマートフォンの動画サイトのアニメを一生懸命見ている 3 歳くらいの

男の子がいました。この子はしばらく，音を出さずに楽しんでいたのですが，登場人物の声を

聞きたくなったのか，突然ボリュームのスイッチをいじり，音量を上げてしまいました。周り

に座っていた乗客は一瞬，男の子に視線を向けます。その視線に気付いた男の子は，一瞬ギク

ッとします。隣に座っていたお母さんも，慌てて「○○ちゃん，音を出しちゃダメ！」と言い

ます。すると子どもは，黙ってボリュームを下げます。しばらくそのまま音なしの状態で動画

を見ていたのですが，数分するとまたボリュームを上げてしまいました。お母さんは，今度は

言葉をかけずに，その子の顔を（少し怖い顔で）じっと見ます。その顔を見た子どもは再びボ

リュームを下げました。その様子を見ていた，向かい側の座席に座っていた老婦人が，にこっ

と笑ってその子のことを見ると，それに気付いた男の子は，照れくさそうに，再びスマートフ

ォンの画面を見始めました。

　電車の中で子どもがスマートフォンで遊ぶことの是非については，ここでは問いません。こ

の出来事は，“今の時代の子どもを取り巻く環境”を考えるとき，いくつかの気付きを提供し

てくれます。1 つ目は，スマートフォンに代表される情報化社会という環境に関すること，2

つ目は電車の中という公共の環境に関すること，3 つ目は保護者という家庭環境に関すること，

そして 4 つ目は老婦人という家庭外の人的環境に関することです。この男の子はおそらく，電

車の中という公共の場では音を出していけないことについて，“音量を上げたときに周囲の目

がこちらに向かったこと”で，何かを感じたのではないかと思います。でも，まだ十分理解で

きていないので，また音量を上げてしまう。そして母親の“少し怖い顔”を見て，「これは本

当に音を出してはダメなんだ」と気付き，さらに老婦人が“にこっと笑ったこと”で，音量を

下げるという行為はどうやら本当に正しい行為のようだ，とその気付きが確かなものになった

と考えられます。

　この出来事の中でお母さんは，「音を出してはダメ！」と言葉を使って指示を出しています。

もちろん，このような直接的な指示にも意味はあります。特に“即効性”という点では，直接

指示を出してしまったほうが効果的です。でも，それ以外に，周囲の環境が子どもに気付きを

もたらす，ということが私たちの日常生活の中にはあるのです。しかもこの気付きのポイント

は，“子ども自らが気付く”というところにあります。そして，このポイントは，保育実践の

中で保育者がもっとも大事にしているポイントと，とても似ているということに気付きません

か？

周囲の環境と子どもの気付きコラム


